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ＥＵの東方拡大とカリーニングラード＊

　　　　　はじめに
　

ロシア・EU関係は，EU拡大後の欧州新秩序を
占う上で重要な要素であり，その協力の試金石

となるのがカリーニングラード問題である。ロ

シア領カリーニングラード州は，約95万人が住
む一地域にすぎないが，ヨーロッパ全体の安定

にとって特別な意味をもっている。かつてこの

地はバルト艦隊の拠点として東西ヨーロッパの

分断を象徴する閉鎖都市であったが，ソ連崩壊

にともない「飛び地」に位置する開放都市となっ

た。同州は，分離主義的ムードを背景として，貿

易特権を獲得し，1996年には経済特区となった。
ところが，こうした措置は，必ずしも経済発展

にはつながらず，むしろ闇経済の蔓延と連邦財

政への依存を助長した。そして，開放経済下に

ありながらも市場経済の制度的基盤が未整備で

不安定な，いわば最もロシア的ともいえる同州

は，ロシアの「飛び地」として，かつ TACISに
おいて市場経済のための制度構築を重視してき

たEUの「包領」として二重の意味で辺境に置か
れる。

カリーニングラード問題は，依然として東西

間の亀裂が残っていることを示唆している。交

渉は２年半に及んだが，ようやくEU拡大正式決
定の１ヵ月前に，ビザ導入に反対するロシアと

同州が組織犯罪の温床となることを恐れるEUと

の妥協が成立し，ビザに代わる簡易通行証が導入

されることとなった。EUの対カリーニングラー
ド政策の骨子は，欧州委員会コミュニケに示され

ており，最大の関心は「ソフトな安全保障」（環

境汚染，組織犯罪，移民，HIV等）にある（EC,
2001）。同州の経済発展という課題は，独自の
テーマとして取り上げられたことはない。ロシア

は，「対EU関係発展中期戦略」において，同州を
21世紀のロシア・EU協力のパイロット地域とす
ると提案し，欧州議会も支持を表明したが，具体

的には進展していない。しかし，同州が新しい諸

条件に適応しつつ経済を立て直すことができなけ

れば，「ソフトな安全保障」の確保も困難となる

だろう。カリーニングラード問題の根本的解決に

は，同州とEUとの社会経済的非対称性を克服す
ることが必要であり，その前提となるのは良好な

国際関係とロシアにおける制度改革の進展であ

る。制度構築を重視するEUとの協力は，ロシア
の市場制度の欠陥を克服していく上で大きなチャ

ンスであるが，それが実現するかどうかについて

はロシア側の責任が大きい。

こうした問題意識から，本稿では，ロシア・EU
協力の展望を確認した上で，同州の経済の現状と

問題点を明らかにし，ロシアの国家戦略にもとづ

いた対カリーニングラード政策が必要であること

を示す。

蓮見雄

論文要旨：　E U の「包領」となるカリーニングラードの問題は，E U 拡大後のヨー
ロッパを占う試金石である。経済特区の失敗は経済悪化と闇経済の蔓延をもたら
し，E U との社会経済的格差が拡大した。問題解決には，これを克服する展望を作
り出すことが重要である。ロシアは，ヨーロッパ共通経済空間を通じた E U との制
度的収斂とともに，この地を「分断の象徴から協力の拠点へ」と変革する国家戦
略に基づいた開発プランを推進すべきである。

［キーワード：　ロシア，ヨーロッパ，地域政策，経済特区，闇経済］
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1　ＥＵ拡大後の欧州新秩序の展望とカ
　リーニングラード

1．1　ヨーロッパにおける中心・周辺
　とカリーニングラード

ロシアからみた場合，NATOと EUの拡大は，
かつての東西分断ラインが徐々に東方へと押し

込まれてきたようにみえる。その性格はかつて

の「鉄のカーテン」による政治的分断とは異な

り，経済的格差に基づいたいわば「レースのカー

テン」に変化している。冷戦後，ヨーロッパの東

側は，スーパーペリフェリー（超周辺）として登

場し，その内部で亀裂が生じた。1990年の実質
GDPを 100とした場合，2000年に中東欧諸国１）

は 106.5と回復しているのに対して，CIS諸国は
62.7と市場移行開始前の2/3の水準に留まってい
る（The World Bank, 2002, p.5）。しかも，この新
たな分断ラインは，拡大EUと隣国との境界とし
て登場する。そして，拡大EUの「包領」に位置
することになるカリーニングラード州はヨー

ロッパの新たな中心・周辺構造において，中心と

超周辺が接するポイントなのである。同州の一

人あたりのGDPは，ロシア平均の2/3，バルト諸
国の1/2，ポーランドの1/3，フィンランド，ドイ
ツの 1/5 にすぎない（Ñ ì î ð î ä è í ñ ê à ÿ,  2001,
ñòð.112）。
闇経済の規模，購買力平価等を考慮した推計

によれば，同州の一人あたりのGDP（2001年）は
リトアニアの 95％である（Ñàìñî í ,  Åëèñååâà,
2003, ñòð.43-48）。この試算は，あまりにも悲観
的であったカリーニングラードのイメージを修

正する点で重要である。だが，闇経済が公式経済

の 90％にも達する状況は，それを考慮した消費
水準だけでは判断できない周辺諸国との質的な

差異，つまり市場制度の成熟度の格差を示唆し

ている。サムソンらは，闇経済の70％は違法な活
動ではないのだから，適切な制度的条件さえ整

えば表に出てくると指摘しているが，その制度

を整えること自体が長期的で困難な課題である

ことを過小評価している。注目すべきは平均余

命である。カリーニングラードの男子平均余命

は60歳に満たないが，バルト３国で65歳，ポー
ランドでは70歳近くである( Neubauer, Köll,  2002,

p.335)。これは同州の社会的諸条件の劣位を示唆
している。これを放置することは，EUとの社会
経済的格差を拡大し、「ソフトな安全保障」の確

保を困難にし、ひいてはヨーロッパにおける新

たな分断を固定化することにもつながりかねな

い。

1．2　新しい秩序の萌芽　－ヨーロッ
　パ共通経済空間の可能性

だが新たな秩序の萌芽が生まれつつある。イ

ワノフは，冷戦後ヨーロッパの状況の変化を「ポ

ツダム体制」から　「アムステルダム体制」への

移行ととらえている（È â à í î â, 2001, ñòð.76）。筆
者の理解によれば，前者は，国家間の対立がヒ

ト・モノ・サービス・資本の自由移動を制限する

体制である。これに対して，後者は補完性原理，

柔軟性原理，先行統合などを組み込んだ，発展段

階の異なる国々を統合していく重層的なEUの統
合モデルに基づく体制である。言うまでもなく，

このモデルは，EU内部における編成原理である
が，そこには新しい柔軟な社会経済空間の編成

原理の萌芽をみることができる。

EUの市場統合は，域内におけるヒト・モノ・
サービス・資本の自由移動を実現し，サプライサ

イド効果によって経済の活性化を図ろうとする

ものであり，その意味でグローバリゼーション

への適応に他ならない。だが，その特徴は，単な

る規制緩和に留まらず，経済活動に関する透明

性の高い共通ルールと基本権憲章に見られるよ

うな欧州市民権の確立によって，新たな市場経

済の制度的枠組みを構築しようとしている点に

ある。今やEUは，市場を提供するばかりでなく，
ユーロという国際通貨をもち，独自の安全保障

体制を構築しつつあり，市場のための地域的な

国際公共財の提供者としての役割を担っている。

プロディ欧州委員長は，コペンハーゲン欧州理

事会に先立ち「より大きなヨーロッパ」と題する

講演を行い，重要な提案を行っている（Prodi,
2002）。すなわち，近隣諸国と「友達の環」を作
り出し，ロシアとの間ではヨーロッパ経済領域

（EEA）の経験に習ってヨーロッパ共通経済空間
（CEES＝ Common European Economic Space）を
推進し，長期的目標としてヒト・モノ・サービス・
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資本の自由移動が確保される「制度以外のすべ

てを共有する（sharing everything but institutions）」
単一経済空間を作り出すというのである。2003
年3月には，ヨーロッパCIS諸国等をも対象とす
る「より大きなヨーロッパ－近隣：東と南の隣国

との関係のための新しい枠組み」が公表された

（EC, 2003）。これは，ヨーロッパにおける新たな
分断の固定化を避け，安定と繁栄を共有するた

めに，EU自身が作り出した国際公共財を，徐々
に条件を整えながら近隣諸国に提供していくと

いうEUの姿勢を示したものであり，ユーロ圏の
広がりの展望とも重なっている。こうした新し

い欧州秩序の枠組みは，図１のように示すこと

ができる。

これはロシアのEU加盟を意味するものではな
い。イワノフは，ロシアの利害はEUと異なると
し，CEESの構築がアジア太平洋地域やCIS諸国
との経済統合を妨げてはならないことや，ウク

ライナ，ベラルーシとの連携の重要性を指摘し

ている。また，EEAにおいて，ノルウェー等の法
律の 80％がアキ・コミュノテールに統一され独

自の法秩序を失った例をあげ，CEESについてロ
シアとEUとの認識に相違があることを強調して
いる（È â à í î â, 2003, ñòð.19-24）。ロシアは国益
を考えながらアキ・コミュノテールを選択的に

受け入れていくことになるが，６つの分野 (財・
人・サービス・資本の自由移動，会社法，競争政

策等 )がCEESの基礎となるだろう。ロシアの持
続的経済発展には投資環境の改善が重要であり，

CEESはそのための制度改革のアンカーとして機
能する可能性がある２）。これは，闇経済が蔓延す

るカリーニングラードにとってとりわけ重要で

ある。

2　カリーニングラード州経済開発の試
　みとその現実

2．1　カリーニングラードの重要性　　　　　

EUの東方拡大にともなう状況の変化は，カ
リーニングラード州にどのような影響をもたら

すのだろうか。同州は、ロシアの領土の 0.1％，

図 1 　E U 拡大後の欧州新秩序の枠組み

（出所）Fratia n n i ( 1 9 9 7 , p . 9 3 )  の図をもとに，ヨーロッパ共通経済空間（CEES）および EU の新

しい近隣諸国政策「より大きなヨーロッパ（W i d e r  E u r o p e ）」を考慮して，筆者が作成。

パスポート

社会政策      通貨政策

E U 統合の核

（単一市場＋意思決定ルール）

C E E S を含む「より大きなヨーロッパ」( 移民を除く)
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GDPの 0.4％を占めるにすぎない一地域である。
だが，ヨーロッパの中心部に位置し３），バルト海

に面した不凍港をもつ同州は，その地政学的条

件のゆえにロシアの対ヨーロッパ政策における

要地であり，かつて 20万人の軍隊が常駐してい
た。冷戦終焉後，軍隊は２～３万人まで削減さ

れ，対外開放と自由化によって同州は「ロシアの

香港」として飛躍的な発展を遂げるものと期待

されたが，実際には「ブラックホール」と揶揄さ

れるような状況に陥った。連邦制と地域政策の

混乱の中でモスクワの対カリーニングラード政

策は、軍事的前哨基地か経済協力の拠点かとい

う政策選択の間で揺れ動き一貫性を欠くもので

あった４）。また1990年代後半にEUの東方拡大が
急速に具体化する中で，カリーニングラード州

は，次のような特殊な状況におかれた。

・同州は，ロシアから切り離された「飛び地」で

あると同時に，EU諸国にとって異質の「包領」
となる。

・加盟候補国に囲まれ，独自の対応を余儀なく

されたが，完全な決定権限をもたない。

・経済特区体制は，経済的関心によるものでは

なく，貿易に関連したレントをめぐる連邦と

地方との交渉の結果であった。それは，「飛び

地」という条件と結びついて，闇経済と汚職の

蔓延をもたらした。

・1990年代の経済混乱の結果，伝統的産業（機
械，食品加工等）は衰退し，同州とEUとの社
会経済的格差はさらに深刻化した。

こうした状況を改善するには，ロシアとEUと
の協力が必要であり，その前提となるのは良好

な国際関係とロシアにおける制度改革の進展で

ある。言い換えれば，カリーニングラード問題

は，分断のないヨーロッパづくりを目指したロ

シア・EU協力の試金石であるが，それが実現す
るかどうかについてはロシア側の責任が大きい。

そこで，第２節で同州の経済状況とその問題点

について確認し，第３節でロシアにおける対カ

リーニングラード政策の混乱と新たな政策の形

成について考察する。

2．2　1990 年代の経済状況の悪化と貿
　易ブーム

同州の 1998年のGDPは 1989年比でわずか 43
％であった。経済特区ブームに沸いた 1993年を
例外として投資は激減し，GDPに占める固定資
本投資の割合は1994年の21.9％から1998年には
13.6％にまで落ち込んだ。同州は連邦財政からの
補填に依存しており，1994～1998年の州の独自
財源は歳出の 7 8 . 8 ％しか賄っていない
（Ñì îð î äè íñêàÿ ,  Êà ïóñòè í ,  Ì à ëûãè í à，1999a,
ñòð.97-98, ñòð.102－103）。1998年金融危機の際，
最低生計費以下の人々の割合は1/3を占め，輸入
依存度 90％に達していた食料供給が止まり，
人々はパニックに陥った。この際，ゴルベンコ州

知事が「非常事態」宣言を出し，連邦税の支払い

を拒否するという混乱が生じた（Hedenskog,
2002, p.300）。その後ルーブルの切り下げも手
伝って生産の急速な回復が見られ，2000年の工
業生産は対前年比 32.4％増，2001年 12.5％増で
あった。固定資本投資も，同じく対前年比64.5％
増，37％増を記録している。また，2000年の輸出
（CIS以外）は，対前年比1.5倍以上に増加してい
る（Ãî ñêî ì ñ òàò, 2002）。
また経済特区は，外資導入を促進するものと

期待されたが，同州への外国投資は，特恵を認め

られたことのない近郊のノヴゴロド州の1/7であ
る。 一人あたりの外資受入額で，同州はロシア

平均の 1/2，リトアニアの 1/25，ポーランドの 1/
17と極めて少ない（Ñ ì è ð í î â, 2001, ñòð.64）。外
国投資累計（2001年 1月 1日）をみると，金融，
信用，保険等が最も多く 24％，商業，公共食堂
が 22％，工業は 35％である。主な投資国はドイ
ツで投資累計の 33％を占め，次いでイギリス 13
％，ポーランド11％，リトアニア9％である (ÊÖ,
2001)。2001年の外資導入は対前年比31％増と増
加に転じたが，ロシアの外資受入額の0.2％にす
ぎない(Ãî ñêî ì ñ òàò, 2002)。
対照的に貿易は５倍以上の急成長を示した。

ドイツ，ポーランド，リトアニアだけで貿易の５

割を占めている（ÊÖ , 2001）。また州政府によれ
ば，2001年に同州からリトアニアに 220万人，
ポーランドに 200万人が訪れている（リトアニ
ア，ポーランドのデータでは，それぞれ 50～ 60
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万人，95万人）(EU, 2002)。この往来の激しさは，
「担ぎ屋貿易」の存在を示している。貿易の拡大

は，免税特権を利用した輸入の膨張による。輸出

は，1995年に倍増した後低迷しているが，輸入
は９倍の伸びを示した。

Ëàìà íä ,Âèí îêóðîâ（2003）は，交易の多くが
小企業によるものであることを考慮して，税関

統計を利用した同州とロシア他地域との交易の

推計を行っており，地域間交易の 90％は欧州部
で，特に中央ロシアが 42％を占める。1998年危
機以降，ロシア他地域への移出は急増し，輸出に

匹敵する規模に達している。輸入の一部は，他地

域に転売するか，最小限の加工を加えて再輸出

される商品である。だが，輸入代替生産が始ま

り，ロシア市場への移出が増加し，かつて密貿易

の中心であったタバコでさえ加工生産が始まっ

ている。輸入の大半は食料であるが，肉・魚は，

ソーセージや缶詰に加工され移出される。また，

新しい企業「テレバルト」は，ロシア市場向けの

テレビ部品生産を始め，そのシェアは 10％に達
している (Ñàìñîí,Åëèñååâà, 2003, ñòð.50)。同州
は，ロシア・ヨーロッパ貿易の中間的位置にあ

り，ロシア他地域が域外地域との交易の 40％，
EU15カ国が20～25％，中東欧諸国（特にポーラ
ンドとリトアニア）が 20％を占める。だが，そ
の貿易構造は異なっている。外国貿易において，

同州は，専ら石油と加工度の低い商品を輸出し，

食料と工業製品を輸入し，発展途上国的な特徴

を示している。一方，他のロシア地域との交易で

は，原料（石油，金属，木材等）を移入し，食料

を移出している（表 1，表 2）。
Ñìîð îäè íñêàÿ（2001, ñòð.109, 110, 121）によ
れば，貿易の拡大は，悪化する社会経済状況を緩

和する特殊な「社会的緩衝装置」となった。州全

体を経済特区としたことは，無関税貿易を同州

が事実上独占することを意味し，レント的性格

の追加所得を生み出した。加えて，ルーブル高維

持政策は，輸入業務の利益を人為的に高めた。そ

の結果，輸入の膨張が生じ，現地の製造業部門を

圧迫し，貿易赤字を著しく拡大したのである５）。

ルーブル切り下げ後，輸入代替生産が始まり，

急速な投資の回復がみられる。しかし，同州の域

外地域との交易関係は，この地の経済が本格的

に国際分業に参加しているというよりも，むし

ろロシア本国の資源と経済特区がもたらす免税

特権によって維持されていることを示している。

確かに，ロシア市場向けの食品加工業の発展は

明るい兆しであるが，それはポーランドやリト

アニアからの食料輸入に依存している。こうし

た状況を考えれば，「経済特区は期待通り活動し

始めた」（Ñàìñîí, Åëèñååâà, 2003, ñòð.52）という
評価は疑問である。

表１　カリーニングラード州とロシア他地域との交易（2 0 0 0 年、1 0 0 万ドル）

        部門      公式統計       推計

                              移入         移出          移入          移出

食料・同原料　　　　　　　　　25.1 46.7  89.1 340.8
燃料・エネルギー　　　　　　　66.1  4.7 185.2  13.2
石油化学製品　　　　　　　　　24.6  1.3  72.0   1.5
皮革原料、毛皮　　　　　　　　 0.0  0.0   0.1   1.0
木材・同製品　　　　　　　　　2.1  4.9  34.4  18.6
鉄・非鉄金属及び同製品　　　　4.5  0.0  24.3   1.5
その他　　　　　　　　　　　　 4.4  7.8  63.8  55.6
計　　　　　　　　　  　　   126.8         65.4          468.9          432.2

(出所）  Ëàìàíä, Âèíîêóðîâ, 2003, ñòð.55.
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2．3　闇経済の蔓延

エゴロフ州知事は，経済の好転を背景に，実質

的に州内に失業はないと述べている。惨めな生

活水準を示す公式統計は，連邦から支援を引き

出す口実に過ぎないという（Â å ð ë è í ,  2002 ,
ñòð.63）。同州における家計支出は所得を上回っ
ており（1997年に 23.2%，その後減少し 2001年
に2.9%），これは闇所得を示唆している。こうし
た傾向は，モスクワ，サンクト・ペテルブルグ等

の大都市や極東地域（ノヴォシビルスク，沿海

州）を除く他地域ではあまり見られない現象で

ある（Ãî ñêî ì ñ òàò, 2002）。
2002年1月～8月に行われた専門家に対するア

ンケート調査６）によれば，闇所得は全所得の 43
％を占め，闇経済の規模は公式GDPの95%に達
する。闇経済は，「隠された」経済（租税等を回

避するための隠蔽，過小申告），「非公式」経済（未

登記の経済主体による），「非合法」経済の３つに

分類できる。「非合法」経済は闇経済の30％を占
め，その内訳は，麻薬の製造・販売 30％，密輸

28％，武器・弾薬の製造・販売 14％，売春13％，
アルコール飲料の製造・販売 8％，賭博 7％であ
る。「非合法」経済の 1/3を占める密輸のうち 70
～80％は琥珀7)であり，その多くはポーランドの

グダンスク等で加工される。残りは，麻薬（10～
15％），タバコ（5～ 12％），武器，アルコール，
海賊版CD等である。闇経済によって生み出され
たGDPの主要部分は最終消費(48％)で，残りが
資本逃避（27％）と蓄積(25％)である。闇経済の
70％を占める「隠された」経済と「非公式」経済
の大半は，合法的だが，脱税問題を引き起こして

いる。闇ビジネスは，地方官僚と密接に結びつい

ており，犯罪と汚職が蔓延しているといわれ，取

引コストが著しく高くなっている。闇所得の25.5
％が，租税の代替物として，つまり闇経済活動を

擁護する非公式グループや買収された官僚・保

安機関の報償として支払われている。タバコや

琥珀をめぐる動きは，これを裏付けている。琥珀

の価格安定と密貿易を阻止するために生産休止

が検討されたが，激しい反対にあって頓挫した。

興味深いことに，チェルカソフ北西管区長官は，

表２　カリーニングラード州の外国貿易（1 9 9 9 - 2 0 0 1 年、1 0 0 万ドル）＊

    部門                    輸出                    輸入

1999 2000 2001  2001年の対 1999  2000    2001   2001年の対
                                     1999年比％                         1999年比％
食料 30.5 36.1 46.9 153.6     265.5   356.3   348.3   131.2
燃料・エネルギー 91.7   159.1  133.0 145.0 22.6   12.7     5.9    26.1
石油化学 26.8 33.7 44.4 165.7 47.5   64.0     77.7   163.6
皮革原料、毛皮  3.7     5.2    7.3 197.3       5.7    6.3     7.5   131.6
木材・同製品 28.4 59.0 56.8 200.0 27.4   33.1    42.9   156.6
衣服・靴 20.3 19.7 21.2 104.4 16.5   20.3    26.6   161.2
冶金 31.0 35.8 21.3  68.7 24.3   40.5    49.4   203.3
機械製品 47.2 86.8 58.7 124.4     359.8  270.6   343.6    95.5
その他  7.9 17.2 13.6 172.0     105.9   83.4   108.7   102.6
計              287.5   452.6  403.2 140.2     875.2   887.2 1,010.6   115.5

＊サービス貿易、ベラルーシとの貿易、担ぎ屋貿易、船上で販売される魚等は含まれない。

(•o•Š•j  Ëàìàíä,Âèíîêóðîâ,2003,ñòð.58.
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この情報はジャーナリストが作り出した嘘だと

述べている（Ñ ì è ð í î â, 2001, ñòð.64）。また，2000
年4月にタバコマフィア一掃が試みられたが，首
領を逮捕することはできなかった。モスクワの

刑事たちは，地元の官僚から司法当局に至るま

で，ことを荒立てるのを恐れる地方機関の反対

やサボタージュに直面したと伝えられる

（Âåðëèí, 2002, ñòð.65）。

3　カリーニングラード経済特区をめぐ
　る混乱と新たな政策の形成

3．1　経済特区成立の経緯とその実態

カリーニングラード州は，途中 12ヵ月の中断
があるとはいえ，1993年1月以降，経済特区を維
持しているロシアで唯一の地域であり，次のよ

うな特典が認められている( Ñ ì î ð î ä è í ñ ê à ÿ ,
Êàïóñòèí ,   Ìàëûãèí, 1999b,  ñòð.6－ 7)。
・関税，付加価値税，間接税の免除（通関手数料

　を除く）。

・（戦略的資源を除き）ライセンスなしに州内で

　生産された製品を外国へ無制限に輸出する権

　利。

・外国製品を州内に無制限に輸入する権利（1996
　年の短い期間を除き，1998年の輸入割当制導
　入まで）。

・連邦財政に移転される利潤税に対する特典

　（1990年代のいろいろな時期）。
・ロシアへの移出の際の付加価値税・間接税の免

　除。

一般に経済特区は「飛び地」のコストを補うた

めだといわれているが，特区設置は，最初から極

めて政治的なものだった。1990年夏，ロシア共
和国は13の自由経済地区を設置する計画を打ち
出したが，これは，ロシア共和国の方がソ連邦よ

りも地域に対してリベラルに対応することを示

すためであった。その後 21の自由経済地区が現
れたが，いずれも不完全なものであった。特区設

立は自然発生的性格を帯び，その法的基礎は地

域レベルで作られたからであり，現在，ほとんど

機能していない（Ø åõîâö îâ ,  Øåñòàêî âà, Ãð îì î â ,
2000, ñòð.110）。1990年，ロシア共和国は，（他の
５地域とともに）同州の自由企業活動地区を宣

言し，翌年「カリーニングラード州における自由

経済地区に関する規程（自由経済地区『ヤンタ

リ』）」が承認された。だが，価格と貿易が自由化

された後，これは意味を失った。旧ソ連法（投資

法）もロシア連邦法（租税法）も，公式な特典を

認めておらず，「ヤンタリ」は設立直後に法の空

白に翻弄された。この規程は公式に廃止されて

いないにもかかわらず，連邦省庁は，それが事実

上失効したかのように振る舞った。1993年に関
税法が制定された時，すべての地域の個別的な

租税特典が廃止され，州政府は特権を守るため

に再びロビー活動をしなければならなかった。

そのためには，３つの大統領令（1992年6月，12
月，1993年 12月）と２つの政府決定（1992年8
月，1994年5月）が必要であった。1995年3月の
大統領令は，再び関税特権を廃止したが，1996年
に連邦法「カリーニングラード州における経済

特区について」が承認され，税制上の特権が回復

された（Êëåøåâ, Ëþåéåð, Ôåäðîâ, 1999, ñòð.95,
ñòð.98－ 99）。また，州政府は，権限区分条約に
よって地域の外国貿易規制を州と連邦の共同管

轄にすることに成功した。1997年，連邦は，特
別プログラムによって州に連邦資金を提供し，

財務省と協力してその配分を管理する権限を与

えた。連邦法，連邦特別プログラム，権限区分条

約は，中央と地方との政治的取引を制度化した

ものであった。連邦政府は経済特区に独占的特

権を与え，州政府にその資金フローの管理を委

ねた。事実上，連邦政府は，ヨーロッパにおける

「飛び地」という要地に対する責任を放棄したの

である（Smorodinskaia, 2001, pp.59－ 60）。

3．2　ロシア連邦政府の対カリーニン
　グラード政策の形成

1997年の「1998～2005年のカリーニングラー
ド州における経済特区発展連邦特別プログラム」

は，この地を国際通商センターとして発展させ

るとの方針を示したが，資金的裏付けを欠いて

いた。9月金融危機の直後の1998年9月，州政府
は，地元産業保護の名目で輸入割当制を導入し

たが，数多くの問題点が指摘されている（輸入割

当と無関税輸入との矛盾，信頼性の低い情報に

基づいた算定，景気変動を考慮していない，割当
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オークションへの参加企業を制限できる可能性，

輸入依存を改善していない，競争力を欠く企業

が生き残る，消費者の利益とならない等）

(Ñìîðîäèíñêàÿ, Êàïóñòèí, Ìàëûãèí, 1999b, ñòð.14
－ 15,  Dewar, 2000b,  pp.195－ 200)。

2000年12月27日の関税国家委員会命令は，同
州の経済に大きな打撃を与えた。新税法には，同

州からロシア本国に移出する際の付加価値税の

免除に関する規定がなかったからである。多く

の企業が，生産停止の瀬戸際に置かれ，カリーニ

ングラード製品（特にロシアの 30％を占める魚
の缶詰）が姿を消した（Âåðëèí, 2002, ñòð.64）。
BMWでさえ，自動車の供給を停止し，同州にお
ける組み立て生産継続について疑念を表明した。

エゴロフ州知事によれば，「事実上，カリーニン

グラード州は外国の地位に置かれた」のである

( Ò è ì ì å ð ì à í, 2002, ñòð.44)。2001年 3月にこの措
置は撤回されたが，州知事は，大統領らを訪問

し，介入を要請しなければならなかった。その

後，最高検察庁は関税国家委員会命令を違法で

あるとした ( Ñ ì è ð í î â, 2001, ñòð.62, 64)。この事
件は，改めて同州の経済が貿易特権に依存して

いることを示した。

ロシア政府が，ようやく統一した国家戦略立

案の検討に入ったのは，この混乱の後のことで

ある。2001年３月以降，カリーニングラード問題
は，政府内で何度も検討された（3月，9月，10
月の閣僚会議，7月の安全保障会議）。3月の閣僚
会議では，同州をEUとの協力地域とするための
特別な政策が必要であることが確認された

(Êóçíåöîâà ,  Ì àó, 2002, ñòð.67－83)。プーチン大
統領の出席した7月の国家安全保障会議では，同
州を連邦に結びつける方策と新しい開発プログ

ラムの草案が検討された。チェチェンを除いて，

この会議の特別テーマとなった地域は他にない。

同州を‚８番目の連邦地域とする案が検討された
が，国家安全保障会議は同州に関する責任を北

西管区長官V.チェルカソフ (KGB出身)の常駐代
理（全権副代表）に任せた（Ò è ì ì å ð ì à í, 2002,
ñòð.19, 29）。10月，ロシア政府は，1997年プログ
ラム改訂を決定し，12月に「2010年までのカリー
ニングラード州発展連邦特別プログラム」を承

認した。連邦プログラムが激減する中で（2001年
41件から2002年6件），これ以外に2002年の連邦

財政案で想定されていたのは，タタルスタンと

サハリン州クリル諸島に関するプログラムだけ

である（Êóçíåöîâà, 2001, ñòð.96）。このプログラ
ムは，EUとの協力を展望した地域開発プランで
あるが，財源や経済特区の将来像が不透明，審査

や登記手続きの簡素化が不十分，ロビー活動を

反映した投資案件などの問題が指摘されている

（Ñìîð îäè íñàÿ, 2001, ñòð.120-121）。
スモロジンスカヤは，同州をロシア・EU協力
のパイロット地域とし，いわば外圧としてEUを
利用すべきだと主張している。ロシア領内にEU
標準（制度，法律，生産技術，環境等）を定着さ

せることが，相互信頼を醸成し，官僚的調整を最

小にし，ロビーグループの圧力を抑制するとい

うのである（Ñìîð îäè íñàÿ, 2001, ñòð.125）。
これに対して，レヴィヤキンは，同州をロシア

とヨーロッパの「架け橋」「結節点」「窓」と規定

する考え方そのものを「ハンザ同盟のコンセプ

ト」と批判し，次のように主張する。そもそも同

州を国際的通商拠点とするという考え方が，産

業政策の欠如と貿易への過度の依存の背景と

なった。スモロジンスカヤの見解（ルーブル高の

下で州全域を経済特区としたことが独占的レン

ト獲得のための輸入拡大をもたらした）は，失敗

の副次的な要因にすぎない。主因は，政策の不安

定性と産業政策の欠如である。経済的安全保障

を考慮し，州の伝統的産業を基礎としてロシア

国民経済に統合されたバランスのとれた経済を

作り出すために輸出指向の産業政策を行うこと

が優先課題であり，徐々に非効率な経済特区を

廃止すべきであるというのである（Ð å â ÿ ê è í ,
2002,  ñòð.70, 72, 74）。
経済特区がインフラ投資や産業政策を欠き，

単なる免税特権に留まったという点で，レヴィ

ヤキンの批判は正しい。だが，この主張には次の

ような問題点がある。

・同州の主要産業は，軍事拠点という特殊な条件

　下で形成されたものであり，必ずしもその比

　較優位を示すものではない。

・産業政策の欠如と言うよりも，より根本的には

　安全保障上の要地に対する国家戦略が欠けて

　いたことが，州政府とモスクワとの関係の混

　乱を招き，特区の経済環境を不透明にした。

・闇経済や汚職の蔓延という状況を改善しなけれ
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　ば，優先的部門への投資など産業政策を実施

　したとしても十分な経済効果は期待できない。

・したがって，何よりも重要なのは，透明な安定

　した市場制度の構築である。CEESは，ロシア
　における制度改革のアンカーとして一定の役

　割を果たすと考えられるが，この点が見落と

　されている。

・また，関税国家委員会命令事件が示すように，

　現状では，カリーニングラードにとって特恵

　的な条件が必要である。

おわりに

1990年代，「飛び地」というコスト８）に加え，

連邦政府との対立と妥協が繰り返された結果，

カリーニングラード州における市場環境は極め

て不透明なものとなった。経済特区は，「飛び地」

という特殊な条件と結びついて，同州が無関税

貿易を独占することを意味し，輸入の膨張によ

るレント的性格の追加利益をもたらした。しか

もそれは，密貿易や組織犯罪と結びついて闇経

済の蔓延をもたらし，内外投資家の信頼を低下

させた。確かに，貿易や直接投資の動向は，周辺

諸国との経済関係の深まりを示している。だが，

そこでの同州の役割は，消費財を輸入し，ロシア

他地域から運び込まれた一次産品を輸出してい

るにすぎない。輸入代替生産が始まり，国内市場

向け食品加工が活発になっているとはいえ，そ

れは輸入原料に依存している。これは，同州がロ

シアの資源と経済特区，特に免税特権に依存し

ていることを示している。このような事態が生

じた最大の理由は，市場経済への移行において

バルト海に面した要地をどのように位置づける

のかという国家戦略が欠けていたことにある。

同州がロシアの「飛び地」であると同時にEU
の「包領」となることが確定した今日，ロシアは，

これまでの一貫性を欠いたカリーニングラード

政策を改め，この地を「分断の象徴から協力の拠

点へ」と変革する国家戦略を立案すべき時が来

ている。新たに導入された連邦管区と同州に北

西管区副代表を配置したことは，地域政策を再

構築しようとする連邦政府の政治的意思を示す

ものである。確かにそれは，地方レベルの制度的

安定性を高める可能性をもち，州政府と連邦政

府の政策が一致することはEUにとっても望まし
い。だが，その特殊条件への配慮を欠くと，関税

国家委員会命令事件のように中央と地方の対立

を先鋭化させる危険性もある。また新しい地域

開発プランは，総花的で資金的裏付けを欠いて

おり，国際分業，特にEUとの協力の中で同州を
どのように位置づけるかという視点が不十分で

ある。2003年，EUは拡大後に備えて新しい近隣
諸国政策を打ち出し，EUの対ロシア共通戦略も
より具体的な協力を含む改訂が行われる可能性

がある。ロシアでも，CEESのプラン作りとあわ
せて，地域開発プランの再考が必要となるだろ

う。

（立正大学経済学部）

注
＊ 本稿は，2 0 0 3 年度第 4 3 回比較経済体制学会

全国大会での報告の一部に加筆修正したも
のである。学会報告のコメンテーター百済
勇先生をはじめ多くの先生方，論文レフ
リーの先生方から有益なコメントを頂いた。
また報告準備の際に，吉野悦雄先生から
ポーランド－カリーニングラード間の人の
移動に関する資料を教えて頂いた。記して
謝意を表したい。

1) アルバニア，ブルガリア，クロアチア，チェ
コ，エストニア，ハンガリー，ラトビア，リ
トアニア，ポーランド，ルーマニア，スロバ
キア，スロベニア。

2) CEESについて詳しくは蓮見雄 (2003)を参照。
なお，これはアキ・コミュノテールがコン
ディショナリティとして機能することを意
味しているが，ワシントン・コンセンサスと
は本質的に異なっていることに留意すべき
である。たとえば，ハンソンは，“Joining the
EU is like joining a secret society –complete with
hazing (being beaten over the head with all the
chapters of the acquis).”（Hanson, 2003）と述
べているが，アキ・コミュノテールの役割の
客観的な評価とは言い難い。第１に，アキ・
コミュノテールは，単一市場を機能させる
枠組みとしての実績がある。一方，ワシント
ン・コンセンサスは，1 9 8 9 年のラテン・ア
メリカに限定された政策パッケージであっ
たが，普遍的な政策として流布してしまっ
た（秋本英一 ,1999,pp.13 － 14）。第２に，当
該国は，加盟と同時に E U 内部における意思
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決定主体となり，その政策に影響力を行使
し，政策選択（オプト・アウト）が可能とな
る。第３に，E U 加盟は，共通ルールの下で
の競争を通じて市場統合の成果を分かち合
う可能性をもつ。独裁政権崩壊後の南欧の
E U 加盟は政治主導であったが，加盟後スペ
インは格差是正を訴え，1 9 9 8 年の構造基金
改革や 1 9 9 9 年の結束基金の設立において大
きな推進力となった（辻悟一 ,  2 0 0 3 ,  p . 8 3）。
しかも，単一市場形成の過程で展開された
域内貿易，とりわけ垂直的差別化双方向貿
易（Two-way trade in vertically differentiated
p r o d u c t s = 製品単価の差が 1 5％以上の製品の
双方向貿易）の急速な発展の中で，スペイン
は急成長を遂げている（高島純子 , 2 0 0 2）。

3) 同州は，モスクワよりも，他のヨーロッパ主
要都市に近い。モスクワまで 1 , 3 0 0 k m に対し
て，ベルリン 600km，ストックホルム 650km，
コペンハーゲン 6 8 0 k m，オスロ 8 5 0 k m であ
る。

4) 家田修先生と論文レフリーに，地域比較の
必要性というご指摘を頂いた。学会報告の
質疑の際にも簡単にお答えしたが，筆者は，
ロシア国内の政治経済的文脈と国際分業へ
の参加の文脈という複眼的視角から地域を
比較すべきだと考えている。たとえば，西と
東の冷戦の最前線基地であったカリーニン
グラード州と沿海州は，政治状況，貿易と関
連した闇経済，分離主義を利用した連邦中
央へのロビー活動によるレント追求行動な
ど多くの類似点があり，ともにロシアの連
邦制と地域政策の欠陥を示している（堀内
賢志 , 2 0 0 3）。また対外環境の面でも，両地域
は E U とアジア太平洋地域という経済の中心
地に隣接しているが，環バルト海地域も環
日本海地域も，冷戦の後遺症から地域的な
国際分業のネットワークは未発達であった。
こうした共通性にもかかわらず，現在，両地
域のおかれている状況は異なる。前者の国
際分業への参加は，C E E S と N o r t h e r n
D i m e n s i o n という制度的枠組み作りの中で進
められる。一方，アジアではサブリージョナ
ルな地域経済圏が重層しながら南から北へ
と広がる形で連なり，後者はその最北端の
環日本海経済圏に属する。だが，そこでは地
域協力の枠組み作りが始まったばかりであ
るため，エネルギーやインフラなどプロ
ジェクごとの協力が主要な役割を果たして
おり，当面，ここでの協力には E U との協力
にみられるような制度構築のアンカーとし
ての役割を期待することはできない。なお，

この仮説は，堀内賢志先生との議論の際
（2 0 0 3 年１月）に，筆者が提起したものであ
る。こうした複眼的視角からの地域比較の
実証的研究は，今後の研究課題とさせて頂
きたい。

5) ロシア全体として見れば，1 9 9 7 年まで貿易
収支は黒字基調であったが，それは資源輸
出に支えられたものであった。インフレ抑
制を目的としたノミナルアンカーとしての
ルーブル高維持政策の下で進められた市場
開放，資源輸出，金融グローバリゼーション
への迎合等による一時的な活況は，1 9 9 7 年
のアジア金融危機後の石油価格下落によっ
てたちまちその矛盾を露呈することになっ
た（蓮見雄 ,  1999）。

6) 税務・関税機関，連邦保安局，大学などの専
門家に対するアンケート調査（Á ó ð î â à ,
Ì åëü í èêî âà, 2003）。

7) カリーニングラード州は，世界の琥珀生産
の 9 0％を占めている。

8) 論文レフリーにご指摘頂いた点だが，筆者
は「飛び地」のコストを無視しているわけで
はない。筆者の意図は，カリーニングラード
問題を「飛び地」という特殊条件に還元して
しまう通説を批判することにある。同州の
混乱と闇経済の蔓延が生じた原因は，単に
「飛び地」という条件だけではなく，「飛び
地」という条件と国家戦略の欠如を背景と
する地域政策の失敗が結びついた結果であ
る，というのが筆者の主張である。「飛び地」
のコストとはロシアの他地域の企業や家計
との取引コストの増大であるが，H a n s o n ,
Kirkow, Sutherland, Troyakova(2000, pp.240－
2 4 1 ) によれば，その根拠は極めて曖昧であ
る。リトアニア経由の輸送の際に，輸送費
用，通関書類の作成，国境検問，為替などの
コストが生じるが，これだけで同州の状況
を説明することはできない。そもそも，ロシ
アにおける伝統的な企業間関係は，未払い，
バーター取引，代替貨幣などハイコストな
取引関係を生み出しており，これが新たな
国境によって断絶されるとしても，コスト
が増大するとはいえない。まして，市場開放
による国際競争の影響は「飛び地」のコスト
ではない。もちろん，論文レフリーのご指摘
の通り，この点を実証するには，カリーニン
グラード内の経済主体とロシア本土内の経
済主体との連関についてミクロの分析が必
要である。この点は，今後の研究課題とさせ
て頂きたい。
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